
島本町子育て世帯訪問支援事業 業務委託仕様書 

 

１ 事業名 

島本町子育て世帯訪問支援事業業務委託 

 

２ 目的 

本事業は家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケア

ラー等がいる家庭の居宅に訪問支援員を派遣し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとと

もに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク

等の高まりを未然に防止することを目的とする。 

 

３ 事業実施期間 

令和８年１０月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 支援対象者 

本事業の対象者は、児童や保護者又は妊婦からの相談や、庁内の関係部署及び関係機関

からの情報提供、相談等により把握され、本事業による支援が必要であると町が認めた、

町内在住の次に掲げるような状態にある者とする。 

⑴ 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当す

るおそれのある保護者 

⑵ 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援する

ことが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者 

⑶ 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認め

られる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦 

⑷ その他町が本事業による支援が必要と認める者（支援を要するヤングケアラー等を含

む） 

 

５ 委託業務の内容 

⑴ 業務内容 

ア 訪問支援員の登録及び管理に関すること 

イ サービスの提供及びサービスの利用回数の管理に関すること 

ウ 訪問支援員が行うサービスの内容に関する知識、個人情報の適切な管理及び守秘義

務等についての研修及び指導に関すること 

エ 委託事業に関する報告書の作成及び提出に関すること 

オ アからエまでに掲げるもののほか、サービスの実施に必要な業務に関すること 

⑵ サービスの内容について 

訪問支援員を対象家庭の居宅に派遣し、ア若しくはイ又はア及びイを同時に行うこと

を基本に、家庭の状況に合わせ以下の内容を包括的に実施する。 



ア 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート等) 

イ 育児・養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助

等) 

ウ 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談及び助言 

エ 地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供 

オ 支援対象者や児童の状況・養育環境の把握、町への報告 

⑶ サービスの提供を行わない場合 

次に掲げる場合は、家事支援及び育児支援は行わない。ただし、イに該当する場合で

あっても保育所等の送迎やヤングケアラーの負担軽減等でやむを得ない場合は、保護者

の同意を得たうえで支援を行うことができる。 

ア 病児・病後児の世話を目的とするとき 

イ 保護者が不在のとき 

ウ 感染症の患者またはおそれのある者が家庭にいるとき 

エ 他の公的サービスと利用時間が重複するとき 

オ その他、適切なサービスの提供が困難と認められるとき 

 

６ 事業の実施時間及び回数等 

⑴ 実施日 

  サービスの提供を実施する日は、月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する祝日及び１２月２９日から翌年の１

月３日までの日を除くものとする。 

なお、町長が必要と認める場合は、事業者との協議により実施日を定めることができ

るものとする。 

⑵ 実施時間 

実施時間は、午前８時から午後６時までの間とし、１回あたり２時間以内を原則とす

る。ただし、町長が必要と認める場合は、受注者との協議により実施時間を別途定める

ことができる。 

⑶ 支援期間 

１世帯あたりの支援期間は、原則３か月以内で１２回を上限とする。ただし、町が必

要と認める場合は３か月以内で１２回を上限に延⾧可能とする。 

 

７ 履行上の条件等 

⑴ 基本事項 

ア 島本町子育て世帯訪問支援事業実施要綱及び関係法令を遵守すること。 

イ 公共の業務に携わる重要性および個人情報を取り扱う重要性を十分に認識し、「個

人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第５７号)」を遵守するとともに、情報の

厳格な管理および適切な運用のために個人情報の保護に係るマニュアルの作成や研修

の実施など必要な万全の体制を整備すること。 



ウ 本業務に携わる者は、個人情報、並びに業務の遂行を通じて知り得た情報を他に漏

らし、または自己の利益のために利用してはならず、その職を退いた後も同様とす

る。 

エ 本業務に関する安全対策に係るマニュアルの作成など、事故防止に関する必要な措

置を講じた上で訪問者に周知すること。また、事故等の緊急事態が発生した場合に備

え、事前に体制を整備するとともに、緊急事態発生時においても、町と連携しながら

対応策を講じること。 

オ 本業務の実施にあたり、人権を侵害することのないよう留意すること。 

⑵ 実施体制 

ア 本事業の履行を監督する事業責任者を配置し、届け出ること。この事業責任者は常

勤の者であって、兼務可能な職にあるものとし、事業責任者を中心に緊急時に迅速か

つ適切な対応をとれる体制を構築すること。 

イ 訪問支援員は、介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)等の資格を有する者、ま

たは介護職員初任者研修を修了した者、その他家事又は育児に関する援助を適切に実

行する能力を有する者とし、心身ともに健康である者とすること。なお、次の(ｱ)か

ら(ｳ)に掲げる 欠格事由のいずれにも該当しないこと。 

(ｱ)拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くな

るまでの者 

(ｲ)児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)、児童買春、児童ポルノに係る行為、等

の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成１１年法律第５２号)、その

他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和２３年政令第７４号)第３５条

の５各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終

わり、又は執行を受けることが無くなるまでの者 

(ｳ)児童虐待の防止等に関する法律(平成１２年法律第８２号)第２条に規定する児童

虐待又は児童福祉法第３３条の１０に規定する被措置児童虐待を行った者その他児

童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者 

ウ 訪問支援員の相談指導体制を確保すること。 

エ 町が実施する研修等に訪問支援員を参加させること。また、必要な研修を受注者で

行うなど、訪問支援員の資質の向上に努めること。 

オ 地域の母子保健施策・子育て支援施策等の情報提供のため、子育て支援関係機関及

び地域における子育て支援活動等との連携を図るよう努めること。 

カ 受注者は、訪問支援員に対し、感染症等に関する知識を習得させるとともに、その

健康管理に細心の注意を払うこと。また、サービスを行う前に検温及び体調チェック

を必ず行うこと。 

キ 訪問支援員は常に受注者が発行する身分証明書を携行し、訪問時に必ず提示するこ

と。 

⑶ 緊急時の対応 



受注者は、何らかの事故などにより正常な業務運営ができない状況に至ったときに

は、速やかに委託者に口頭・書面により報告するとともに、事故報告書(発生年月日・

時刻、内容、対応、原因の分析、今後における防止策)を町に提出すること。 

⑷ トラブル対応 

受注者が行う業務に関する苦情・トラブルについての対応は、受注者側で責任をもっ

て行い、 その内容については町に随時報告を行うとともに、町へ協議・引継ぎが必要

なものは、受注者から町へ協議・引き継ぐものとする。なお、苦情については、原因の

究明を行い、再発防止策を明確にし、すべて文書化するものとする。 

⑸ 販売、宣伝行為の禁止 

受注者は、本業務の履行場所において、利用者に商品等の販売、宣伝、勧誘またそれ

に類する行為を行ってはならない。 

⑹ 傷害・賠償責任保険への加入 

受注者は、本業務の実施に当たり、活動中の事故等に備え、傷害・賠償責任保険等へ

加入すること。 

 

８ 委託料 

項目 金額 

①訪問支援を実施した場合  

 ア 訪問支援員の派遣料(１時間あたり) ３,１４０円 

イ 訪問支援員の派遣に係る交通費等(１回あたり) ９３０円 

② 支援対象者の都合により派遣当日に中止した場合のキャンセル料  １,５７０円 

③ 事務管理費(１世帯につき１か月あたり) ４,７００円 

(消費税法別表第二第七号ロに該当するため非課税) 

 

⑴ 支援を実施した翌月の１０日(休日の場合は翌開庁日)までに、町へ月別実施報告書及

び請求書を提出するものとする。町は、受注者が提出する請求書を受理した日の翌日か

ら起算して３０日以内に、受託事業者に委託料を支払うこととする。 

⑵ 訪問支援員の派遣に係る費用は、上表のとおりの単価とし、①のアについては、月単

位の総派遣時間数に１時間あたり３,１４０円を乗じて得た金額とする。ただし、１時

間未満については３０分あたり１,５７０円の換算とし、３０分未満の端数はこれを切

り捨てる。また、①のイについては、派遣回数に応じて１回あたり９３０円を積算す

る。 

⑶ 派遣時間については、支援対象者の居宅に到着した時から退去する時までとする。訪

問支援員が居宅訪問時の前後に保育所等の送迎等の居宅外での支援を実施した場合は、

その支援時間も派遣時間に含むものとする。 

⑷ ②は派遣日当日に、支援対象者からの申し出により派遣中止となった場合のみ積算す

る。③については、事業実施にかかる保険料や事務費等、事業に必要な費用が含まれ

る。 



 

９ 支援対象者の費用負担 

本事業の利用に係る支援対象者の費用負担は無料とする。ただし、家事・育児支援のう

ち、 生活必需品の買い物の実費額及び送迎に係る交通費の実費額等については、支援対

象者(保護者)が負担する。 

 

１０ 実績報告等 

⑴ 業務を実施した場合は、受注者は、業務実施の翌月の１０日までに書面により、町

に報告しなければならない。 

⑵ 訪問支援員の研修の実施報告については、研修の実施月の翌月１５日までに町に報

告するものとする。 

⑶ その他、事業実施に関する報告事項については、事業実施月の翌月１５日までに町

に報告するものとする。 

 

１１ 書類の保存 

⑴ 受注者は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録、事業の実施

状況を明らかにできる書類等必要な帳票類を整備し、保管しなければならない。 

⑵ 前号の帳票類の保存年限は、実施年度の翌年度から起算して５年間とする。この場

合において、受注者は、帳票類を適切な保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防

止に十分注意しなければならない。 

 

１２ 再委託の禁止 

  ⑴ 受注者は、業務の全部を一括して、又は本委託の主要な部分（訪問支援員派遣等）

を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

⑵ 受注者は、事前に書面により発注者の承諾を得た場合に限り、本委託の主要な部分

（訪問支援員派遣等）を除く業務の一部を再委託（第三者に委託し、又は請け負わせ

ることをいう。以下同じ。）することができる。 

 ⑶ 受注者は、再委託の契約を締結した第三者（以下「再委託先」という。）に、二次

以下の再委託をさせてはならない。ただし、業務の性質その他の理由で、真にやむを

得ない場合はこの限りではない。 

 ⑷ 前号ただし書きを適用する場合、第２号の規定を準用する。 

 ⑸ 受注者は、発注者に対して、再委託先（二次以下の再委託を含む。この号及び次号

において同じ。）が第２号（第４号で準用する場合を含む。）で規定する承諾に基づき

行う本委託の一部の業務（以下「再委託業務」という。）を履行するに当たり行っ

た、全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

  ⑹ 再委託先が再委託業務の履行において、発注者に損害が発生した場合、受注者はそ

の損害を賠償しなければならない。 

 



１２ その他 

  ⑴ 応募時に提出した書類に変更があった場合（事業責任者や訪問支援員の変更等）

は、すみやかに発注者へ書面にて報告するものとする。 

⑵ 本事業実施に当たり、この仕様書に定めのない事項については、町と受注者が協議

して、その内容を定めるものとする。 


